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資料３　各分野の現状と課題資料３　各分野の現状と課題資料３　各分野の現状と課題資料３　各分野の現状と課題資料３　各分野の現状と課題

３－１　水資源３－１　水資源３－１　水資源３－１　水資源３－１　水資源

(１) 水理地質

　地形・地質のところでも述べたように、地形・地質形状によって水文形態が大きく異

なる。すなわち、水文的には表３－１のように整理できる。また表３－１で分類した

（１)～(11)の位置を図３－１に示す。

表３－１　地形・地質形状によって決定される水文形態

地形 標　高 地　質 地形形状 水　　　源 No．

表流水 涌き水 地下水

第１ 600～ 白亜紀 台地上（高原） 少（注１） 少 中 （１)

丘陵 1,000ｍ 第３紀 亀裂（河川敷） - - １箇所のみ豊（２)

地 斜面 中（注２） 豊 豊 （３)

第２ 300～ 白亜紀 台地上 豊～中～少 豊～中～少 豊～中～少 （４)

丘陵 600ｍ 第３紀 （注１）

地 北→南 北→南 北→南

亀裂（河川敷） 豊 豊 豊 （５)

斜面 中（注２） 豊 豊 （６)

基盤岩 台地上 少 少 少 （７)

亀裂（河川敷） 中（注２） 中 中 （８)

第３ 10～ 第３紀 台地上 中（注１） 中 中 （９)

丘陵 300ｍ 亀裂（河川敷） 中 豊 豊 （10)

地 斜面 中（注２） 豊 豊 （11)

（注１）：それぞれの台地から始まった小規模な谷示す。
（注２）：それぞれの台地から始まった小規模な谷で、斜面を落ちる渓谷を示す。
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め、水源地としては適さない（写真５)。次に水省LINDI REGIONの技術者によると北側

のブウワ平原（BUAWA PLATEAU）とムバラワラ（MBARAWALA PLATEAU）は幅30kmのベル

ト上に北北東方向に続き、途中マタンド川（MATANDU RIVER）を挟み、キチイ（KICHI

HILLS）まで続く、延長約100kmの台地である。この地域は谷密度の高い地域であり、一

部に部落があるもののあやうい箇所と考えられ、逆にかなり表流水、涌き水の豊富な箇

所である。

　表中の（６）は（４）の斜面に当たるが（３）と同様に、水源地としては豊富な個所

である。例えばムクンヤ（MKUNYA）は3,200ｍ3／日をパイプ供給する水源地である。し

かし表流水に関しては谷が小さく乾季には乾水するため水源地としては適なさい。

　表中の（７）は基盤岩上の丘陵地を示すが、｢付属資料２　２－２（２）の地質」で示

したように、ネワラ（NEWALA）からナンジリンジ（NANJIRINJI）を直線状に結んだ境界

の西側に当たる約３万8,000km2の、調査地域では最大の面積を有する区域である。基盤

岩である花崗岩、珪岩、片麻岩等が風化した層が帯水層となっているが、現在存在する

井戸のほとんどは浅井戸の手押しポンプが中心で、200～300人／日が利用する程度の井

戸が分布しているに過ぎない。また、涌き水も少ないため、規模が小さくとも河川水（谷

水）を堰止め取水し、給水している場所も認められる。

　表中の（８）は規模の大きな河川敷を指すが南からウバマンガラ川（M B A N G A L A

RIVER)、ムブウェムブル川（MBWEMBURU RIVER)、マブジ川（MAVUJI RIVER)、メタンド

川（MATANDU RIVER)、等がみとめられるが、ほとんど利用されていないのが実態である。

　表中の（９）は風化層の厚い帯水層が分布し、ある程度は水を確保できる区域である。

表中の(10)は南からルバマ川（RUVUMA R.)、ルクレディ川（LUKULEDI R.)、ムブウェ

ムブル川（MBWEMBUR R.)、マブジ川（MAVUJI R.)、メタンド川（MATANDU R.)、ラフィ

ジ川（RUFIJI R.）といった大河川の下流側に当たり、河道・河川敷ともに水源地として

は豊富な地域である。

　表中の（11）は海岸線に面した斜面を示すが、水源としては豊富な箇所であるが、市

街地に面する部分はすでに多量の水が利用されており、一部塩水化が進んでいる。

(２) 水資源の現況と課題

　ムトワラ（MTWARA)、リンディ（LINDI）州での水源の数は150箇所以上あり、なかで

も、Ministry of Regional Administration and Local Governments of MTWARAで管理さ

れている井戸の数は100件を超える。これらは台地斜面や、大きな亀裂部分に形成された

河川敷周辺に集中している。すなわち、透水能力の高い風化帯の部分で井戸が多く分布

し、河川敷周辺では手押しポンプが中心で、10～30ｍ程度、台地斜面上では手押しポン
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３－２３－２３－２３－２３－２　水供給事業　水供給事業　水供給事業　水供給事業　水供給事業

(１) 概要

　本節では、水供給に対するタンザニア国家政策を概観した後、タンザニア中央政府内

の給水計画実施機関“水省”についてその組織と機能を述べる。続いて地方給水計画実

施の実務を担当する地方行政の諸組織と施設建設後の運営にあたる運営組織やコミュニ

ティ組織について述べる。

(２) 水供給に係るタンザニアの国家政策

　タンザニアの地方大型パイプ給水システムは、植民地時代に、調査・計画され、1950

年代にすでに建設されていたものが多い。最初は、コマーシャルベースでの運営が行わ

れたが、1960年代中期に政府がすべての給水システムを手中に収め、村落地方では給水

サービスの無料提供が原則となり、二十数年間も続き、住民のなかに定着した。しかし、

1992年に新Water Policyが公布されるに及んで、受益者（住民）の計画実施、維持管理

への参加、受益者のコスト負担の原則が打ち出された。地方給水にも、大きな変換の時

期が訪れ、中央政府主管の広域地方給水システムが自治運営方式に移行する動きになっ

たり、村落給水システムを支えるためのVillage Water Committeeの設立と維持管理の

ための準備金を預金するVillage Water Fundの設立が、広く推進されるようになってい

る。

　現地で見聞した限りでは、誰しもがWater Policyで方向づけられた、住民参加、住民

のコスト負担を認容しているのだが、現実に住民の意識改革や、組織・制度の改変は、

満足なスピードで進んでいるとはいえないようにみえる。

(３) 中央政府の給水事業実施機関（水省）

　中央政府にあっては、水省（Ministry of Water）が都市及び地方給水計画の実施機

関となっている。

　同省はMAJIと称され、“Ministry of Water、Land and Housing and Urban Development”

から“Ministry of Water, Energy and Mineral”に、更に“Ministry of Water and

Livestock”を経て、現“Ministry of Water”に名称と職掌範囲を変えているが、一貫し

て、給水計画事業に携わってきている中央政府機関である。

　1998年に内部組織が改変されたうえ、地方分権、民営化の潮流のなかで実働部門を公

社化したりして、組織の革変をしているが、この動きは、まだまだ続くものと予想され

る。

　水省の組織図を次に示す。
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　次に、前記の運営・維持管理系統について各々関係機関の役割や相互関連について説

明を述べる。

１) 系統Ａ（コミュニティー自営型)：最も一般的に村落給水に適用されている運営維持

管理システムである。村落（又は町）の住民で組織されたWater Committeeが、利用

者から水料金を徴収し、基金（Water Fund）を創り、運転・修理費、人件費等のすべ

ての経費をこれで賄い、給水システムの管理を行う。中央政府直属のRegional Water

Engineer（RWE）Officeと地方政府所属のDistrict Water Engineer（DWE）Office

が技術支援を行うが、DWE Officeの方が、計画、実施、建設等の一連の流れのなかで、

より直接的な末端での支援を行い、RWE Officeは、一般にコーディネーションとトレー

ニング、DWE Officeは手不足の時のみ必要に応じ末端の支援を行う。

　参考のため、RWEとDWE Officeの組織図の例を示すが、これにより、DWE Officeの

方がより実務的性格を持つことは明らかである。それにしても、頼りのDWE Officeが、

人員、交通手段、不況の困難を乗り越えて、どこまで必要な支援を果せるかは、はな

はだ疑問とせざるを得ない。

　 Village Water Committeeの設立はMTWARA Regionの例では、1998年現在、78％

の村で終っている。また、Water Fundの積立は23％の村で始まっているといわれる。

　しかし、実際のWater Committeeの活動状況やパフォーマンスを示す調査は、行わ

れていないので、どの程度の実効が挙っているのか不明である。
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２) 系統Ｂ（水省直営型)：MTWARA RegionのMAKONDE高原に広域的に建設された６給水

システムを集中管理するために設けられている。

　同給水システムは２Districtにまたがり、約30万人の給水人口を抱える巨大システ

ムで、施設の老朽化と、現政府経営の非効率がここ十数年来の大問題になっている。

　システムに十数年来の援助を続けてきたＦＩＮＮＩＤＡが、1990年代初頭撤退の前

に、経営組織の受益者参加を基本とした自立化を詳細に提案したが、現在まだ実行さ

れていず、Newala Districtに設置されている水省直属のResident Engineer Office

が、八方塞がりのなかで細々とシステムの運営を続けている。

　Resident Engineer Officeは、添付組織図にみられるように、運転に15人、維持

管理に25人の人員を抱えているが、巨大規模の給水施設を管理するには、十分とは思

われない。また図上は、いかにもRegionalやDistrictのWater Engineer Officeの協

力を得ているようであるが、実際は、それぞれ独立に水省とつながっている。聞く所

では、水料金の徴収もほとんど実行されていないようである。
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３) 系統Ｃ（独立公社経営型)：Regionの首都であるMTWARA（Urban)、LINDI（Urban）

の都市水道に適用されている。水道運営に当る公社“Urban Water and Sewerage

Authority”の組織図（MTWARAの例）を掲げる。主要スタッフが空席のまま、残されて

いることはあるが、各部門の実動人員数はそれなりに充実しているといえよう。水省の

下にあるが、ほとんど自治組織として運営にあたっている。

　前述した系統Ｂの運営組織は、これをモデルにして自治体制に移行するのではない

か、と考えられる。

(５) 情報源としての地方行政機関

　給水システムそのものの情報は、DistrictやRegionのWater Engineer Officeから得

られるが、その他、次のような情報源があることを付記する。

・最新村落名簿：District政府のなかにある“Man power Management Section”

が村落の申請に応じて、村落を登録する窓口となっている。ここで登録された村落

が、登録村落となる。

・村落人口：前回国勢調査（1988年）以降の村落人口の動きをよく把握していると

いわれるのが、District政府のHealth Officerである。

・District政府のPlanning Sectionは、村落の基本情報を集積している。

・Community参加や婦人・子供の情報はRegion政府に“Ministry of Rural Devel-

opment, Woman Affair and Children”より派遣されているCommunity Development

Officerがいるので、ここに問い合わせる。

　事前調査では、接触の機会がなかったので、本格調査団は是非訪問し、Water Engi-

neerから出るデータの裏づけを試みられたい。
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３３３３３－３　水供給施設－３　水供給施設－３　水供給施設－３　水供給施設－３　水供給施設

(１) 概要

　本節では、対象地域に現存する給水施設を概観したうえで、1970年代初頭より20年来

その調査と改善に大きな影響を与えてきたフィンランドの業績を展望し、次に地方給水

計画実施の成功の決め手となる運営・維持管理の現状と問題点を探り、現在までに採用

されている給水計画の計画基準にもざっと触れる。

(２) 対象地域の既存給水施設

１) MTWARA、LINDI Regionにある給水施設は、サービスを受ける対象区域を基準にして

分類することができる。さらに、使用している水源及び施設を基準にして分類すること

もできる。次に示す２表に、２とおりに分類した既存給水施設を示し、数量、又は規模

に当るデーターを付記する（Regional Water Engineer, 1997年より)。

　特記すべきは、全体にパイプ給水の比重が異例に高いこと、とりわけ、MTWARA Re-

gion内の広域給水施設（MAKONDE Water Supply）の規模の巨大さである。

表３－２　既存給水施設（対象区域による分類）

LINDI Region MTWARA Region 対象人口
施 設 種

施設数（停止施設）施設数（停止施設） （推定概算）

１.MTWARA-MIKINDANI
都市給水施設 １.LINDI　水道

　　　　水道
約18万人

６.MAKONDE Water 約30万人（Region
地方広域給水施設 ０.

Supply（60％は機能停止）の約３分の１）

タウン給水施設 １.KILWA-MASOKO １.MASASI

１.KILWA-KIVINJE １.NACHINGWEA 約７万人

１.LIWARE

村落給水施設

・ハンドポンプ浅井戸
1285（237） 955（284）

約107万人

・パイプ給水 　　
 ? 　　?
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表３－３　既存給水施設（水源・施設による分類）

LINDI Region MTWARA Region 　　 計
施 設 種

施設数（停止施設) 施設数（停止施設) 施設数（停止施設)

ハンドポンプ付浅井戸 　1285（237） 　 955（284） 2240（521）

深井戸

(小規模パイプ給水付） 　　
90（17） 　　45（26） 135（43）

６(MAKONDE W／S）

パイプ給水施設 １ １(MASASI Town）

(都市型、タウン型水道) (LINDI Town） １(MTWARA／
９

MIKINDANI)

２) 既存施設が、種別に、給水率にどの様に寄与しているかは、まったくつかみ難い。

　Regional Water Engineerのレポートに基づく“SOCIO-ECONOMIC PROFILE（1997）”

の給水サービスの項をみても、この点では、何も述べていないに等しい。

　古いが“Water Master Plan-1986”に記載されている1984年のデータが、およその

展望を与える目安となろう。

表３－４　 Water M／P-86による主要水源と使用（1984年）

給水のタイプ 使 用 人 口 備　　　考

改善された給水 Safe Water Supplyと同義

・パイプ給水 550,000人 38％ 143系列（完全稼動の例は少な

・ハンドポンプ付井戸 380,000　 26　 い）

1800基

　　小計　 64％

伝統水源（直接取水）

・開放井戸（孔） 360,000人 25％ 地表汚染から守られていない。

・川 80,000　 5　

・ダム 15,000　 1　

・保護されていない泉 80,000　 5　

・雨水 -　 0　

　　小計　 36％

1,463,000人 100％
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　上表の“改善された給水”の使用人口64％（安全な水の給水率）に対応する最新情

報を“SOCIO-ECONOMIC PROFILE（1997)”から拾うと、次のようになる。

表３－５　PROFILE（1997年）による安全水給水率

      人　口      給 水 率

LINDI 都市 　　  135,000人 80％（人口ベース）

LINDIルーラル 　　  609,000 61％（村数ベース）

小計  744,000人

MTWARA 都市 　　  125,000人 49％（水量ベース）

MTWARAルーラル 　　  750,000 43％（水量ベース）

小計  875,000人

（注）都市は２-Region 首都と７タウンを含む）

３) 対象ルーラル地域における既存給水施設は、社会主義的な農村開発政策のなかから

生じた、大規模集落に対応して、異例なほど、パイプ給水の比重の高い施設構成となっ

ている。

　この計画及び建設は、1970年以前にほとんど終了しているが、当時世界的に村落給

水計画に携わる人々の共通認識となりつつあった。村落レベルでの等身大の維持管理

と住民参加の施設運営に対しては、計画及び実施時一顧だもされなかったのではない

かと想像される。現在維持管理の不備から多数のパイプ給水施設や、ハンドポンプ付

井戸が使用不能になっていると言われているが（既存施設表参照)、その対策を立てる

ためだけでも、膨大な調査を要し、解決は容易なことであるまいと思われる。しかし

ながら、既存施設リハビリの問題は、セクターに投入できる限られた財源の費用対効

果を考えるならば、避けてとおれない途であろう。

４) 対象地域では、地下水を使うパイプ給水施設でも、鉄分を取るためにまず原水をエ

アレーションに掛け、ライムストンでP・H調整したのち、不溶化した微粒鉄分を凝集

剤を使って沈殿させる処理を行う所が多い。この水処理工程に係るランニングコストに

ついては、十分解析がなされていないようであるが、プロセスを再検討の余地があるよ

うに見受けられる。
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(１) 対象地域地方給水セクター開発とフィンランド政府援助

１) MTWARA、LINDI Regionにおける地方給水セクター開発のここ30年は、フィンランド

援助を抜きにして語ることができない。

　1970年代に、世銀の音頭で、タンザニア全土の統合的な地方開発プログラムがス

タートし、ヨーロッパの援助国各国が、地域を分担して援助を集中した際、MTWARA、

LINDIは、フィンランドと英国の担当地域となり、フィンランドの給水計画に対する長

い援助の歴史が始まった。

　援助は、ほぼ大部分の年数を２Regionの総花的とも思える給水施設計画と実施に費

やした。特に、それまであまり手がつけられていなかったハンドポンプ付浅井戸の建

設に努力が注がれた。しかし終盤のフェーズ５（1988～1990年)、フェーズ６（1990～

1994年）に至って、にわかに“遅すぎた”転換をなし、その関心を急速にソフトコン

ポーネントであるコミュニティ参加型の組織制度策定に集中した。MTWARA Regionで

特異な位置を占める、大広域地方給水スキームである“MAKONDE Water Supply”の

運営組織改変を中心にした諸提案は、その一応の終幕を飾るものである。この後、

1993年、財政難もあってフィンランドは援助を予定より１年早く打ち切り、諸提案の

フォローを急遽水省にハンドオーバーしたが、その後、組織改変の提案は、実施され

ていず、緒についた村落給水パイロット地区の組織、施設のモニタリングは、外人の

引き上げとともに立ち枯れになったといわれる。

　今、フィンランドは新しい開発のパラダイムに添って、同地域のルーラル住民の「持

続可能な生計の確立」を狙いとする、RIPS（Rural Integrated Project Support）

に取り組んでいる。

　フィンランドの援助の軌跡は、その残した膨大な量の報告書類とともに、大いに我々

の参考になると思われる。

　次表３－５にフィンランド援助の流れを要約する。
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表３－５　フィンランド調査の推移

生活用水以外の灌漑、水力発電も含ん

だ。

Water Master Plan調査と

レポート（WMP-77）

2,350のハンドポンプ井戸建設

13パイプ給水システム建設

その他　リハビリ実施

パイロットエリア（211村）の設置とモ

ニタリング

WMP-77の生活用水に限る見直し

施設の持続性の乏しさが問題となり、建

設指向のアプローチが放棄され、変って

制度組織強化への転換が起った。

すべての計画・設計・実施がRegionと

DistrictのMAJIオフィサーにハンドオー

バーされた。

目標が、組織制度構築とポイントソース

給水の開発及びMAKONDE高原給水システ

ムの再編成に絞られた。

　　 調査とレポート

Ｆ／Ｓ

住宅プロジェクト

Water Master Plan

実施フェーズ１

実施フェーズ２

実施フェーズ３

実施フェーズ４

改訂Water Master Plan

統合と組織構築の

　　フェーズ５

終了フェーズ６

年　代

1972～1973年

1973～1974年

1974～1977年

1978～1980年

1980～1981年

1982～1984年

1985～1987年

1986年

1988～1990年

1991～1993年
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２) フィンランドが、給水計画プロジェクトの前面から姿を消したあとの、1994年以降

の展開については、今回の事前調査でヒアリングをする機会は少なく、適正な評価を下

すことは出来ない。しかし、タンザニア政府の財政やコミュニティー重視の政策が、ま

だ底辺にまで浸透を遂げていないことから、正に地方給水センターは停滞の時期に入っ

たのでないかと危ぶまれる。その傍証を２つ挙げると、フェーズ６で最後の執念が燃や

された例のMAKONDE給水スキームの再編について、今やResident Engineer Office関

係者も含めて誰１人語る人はいない。また、フェーズ６最終レポートのアネックスに掲

載され、数々の示唆を与えるRegional Water Engineerの年次報告も、その続編が、

当のRWE Officeでもみつからなかった事を考えると、折角根づきかけた良き制度が、

フィンランドの退場とともに打ち切られてしまったのかと惜しまれる。

３) MTWARA、LINDI ２Regionの地方給水を調査するうえで、FINNWATER（調査を実施し

たコンサルタント）の残した膨大なレポート類を読み解くことが、重大な前提であろう

と思われる。必読のレポートは1986年の改訂“Water Master Plan”と1993年のPhas-

ing-out Phase６の最終レポート及びそのアネックスであろう。最終レポートの方が、

問題点の所在を知るうえで特に重要であるが、そのメインレポートを道標にしなが

ら、膨大なアネックスを読み切るには時間がかかる。これらの資料のコピーは、すべて

ＪＩＣＡから入手できるので、本格調査団は、現地調査の前に日本で資料を通読検討す

ることが望ましい。

(４) Ｏ／Ｍの実際と問題点

　タンザニアでは、給水システムを政府がつくり、政府が運営する伝統が長く続いた。

政府のこの部門に配分する資金は乏しく、システムをフルに稼動する事が難しくなり、

これが、受益者のコスト負担意欲を低下させ、コストの回収ができず、操業成績を益々

悪くする悪循環に陥ってしまったと考えられる。

　今、地方給水セクターに対する国の政策は、住民の施設運営参加とコスト負担の方向

に大きく方向転換されているが、これが実質的にコミュニティーに定着しない限り、給

水施設Ｏ／Ｍの課題は依然解決されないとみられる。

１) 都市給水施設、地方広域給水施設（MAKONDE W／S）及びタウン給水施設の維持管理

については、問題があるにはあるが、運営コスト回収を実行できる組織体に委ねるなら

ば、かなりの程度解決が進むものと考えられる。この場合、必要な技術も組織内で動員

できるのが、大きな強みであろう。

２) 村落給水施設の維持管理は、District Engineer Officeの技術支援によって、Vil-

lage Water Committeeが行う体制になっている。Committeeは、維持管理の費用に当
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てるために、Water Fund を積み立てている。

　MTWARA Regionを例に取ると、Water Committeeの組織率とWater Fundの積立状況

は表３－６のとおりである。

表３－６　MTWARA RegionにおけるWater Committeeと
Fund設立状況（1998年）

District 村  数 Water Committee Fund

Tandahimbo 112 66 4

Newala 103 102 33

Mtwara(R) 104 72 30

Masasi 212 174 54

計 531 414(78％) 121(23％)

　組織率はかなり進んでいるようだが、Committeeの実力の程を示すモニター結果は見

当たらない。

　技術支援をする立場のDistrict Water Engineer Officeの陣営は、実際的である

が、設備、人員、費用の面で多くの問題をかかえている。

　典型的なコミュニティー型の施設であるハンドポンプの場合、従来から繰り返し指

摘されてきたことだが、部品の調達流通、保管の問題は、僻地村落になる程大きな制

約要因であろう。

　要するに、村落給水のＯ／Ｍの問題は、関係者にとって理論的にはすべて知り尽く

されているのだが、いかに実際に実行できるのかが、この問題のすべてであるといえ

よう。

３) 現行のルーラルＯ／Ｍ方式は、Village Water CommitteeがDistrict Water En-

gineer Officeの技術援助を得て、給水施設のＯ／Ｍを実施する単純な図式となって

いる。FINNWATERは、これを精微化し、行政各レベルにWater Committeeを設置し、階

層的にVillage Water Committeeを管理、監督、調整する構図を描いている。金にも

人にも乏しい行政機関が、現実にこの構図どおりに有効に働いて、Village Water Com-

m i t t e e の助けになってくれるかどうか、大いに疑問な点もあるが、参考のため

FINNWATER提案の説明図を添付する。
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(５) 計画基準

　Water Master Planに示されている計画基準は、当時の水、エネルギー・鉱物省の方

針を反映して定められているので、次に簡単に引用する。

１) 給水サービス水準

適用区 レ ベ ル リットル／日／人 取 水 距 離

村 落 Ⅰ-Ⅰ、　最低基準 10 2km以下

Ⅰ-Ⅱ、　目　標 25 400ｍ以下

都 市 Ⅰ-Ⅰ、　最低基準 25 400ｍ以下

Ⅰ-Ⅱ、　目　標 戸 別 給 栓

　実際に村落基準では、使用量、歩行距離共最低基準に達しないところが多くあると

みられる。都市の場合は、戸別給栓というよりは、ヤードタップが多く、付近の数軒

から数十軒の家が、取水に使用している場合が多い。公共水栓の数は以外に少ない。

２) 水質

　都市　ＷＨＯ（International）を手直しして使っている。

　村落　“タンザニアにおける生活用水水質の暫定基準”を適用するが、ルーラルの

特例として、次の最低基準を満たせばよいとされている。

　・電気伝導率　 2,800Ｓ／cm以下

　・Ｆ　　８mg／ｌ以下

　・Ｆｅ　1.5mg／ｌ以下

　・細菌　検出せず

３) 適用技術

・パイプ給水では重力システムを優先する

・地域産出か製造の材料を優先する

・燃料の使用を最小にする

・輸入機械、機器、器具を最小にする

・燃料使用よりも電力使用を優先する

　至極、当然の基準であるが、実際に既存施設で起っている運転停止の例のなかで、

燃料油切れが相当多数を占めていることを知っておくべきである。
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資料４　環境予備調査資料４　環境予備調査資料４　環境予備調査資料４　環境予備調査資料４　環境予備調査

４－１　タンザニアにおける環境管理４－１　タンザニアにおける環境管理４－１　タンザニアにおける環境管理４－１　タンザニアにおける環境管理４－１　タンザニアにおける環境管理

　タンザニアにおける環境行政は1983年にNational Environment Management Councilが発足

し、1986年から機能している。自然資源環境（Natural Resources)、公害防止対策（Pollution

Prevention and Control)、環境教育と管理（Research and Environment Education

Documentation)、淡水資源研究（Aquatic Freshwater Resources）といった組織から成る。

　自然資源環境は自然動物の保護や生態系の管理から山地崩壊の防止といった分野にあたる。公

害防止対策は大気、水質、騒音・振動、悪臭といった項目に関しての排出規制を管理する業務で

ある。環境教育と管理は環境に対する広報活動から教育関係資料の作成が中心で、各地域への教

育にあたっている。淡水資源研究は規模の小さな組織であって、一部に灌漑用水に伴う水収支に

関しての研究が農牧省とともに研究が進められている。当行政組織は地方分権化されており、地

方の組織が業務にあたっている。特に、自然動物保護に関しては予算も大きく、かなりの管理が

なされている。しかし、それ以外に関しては大きな活動はみられず、水質に関してはMinistry of

Waterに、大気に関してはNational Meteorological Management Councilに任されている。

今回の環境インパクト調査の実施で必要であるか否かの判断を行うスクリーニングに共通する分

野は自然資源環境と公害防止対策が該当する。

４－２　水質管理４－２　水質管理４－２　水質管理４－２　水質管理４－２　水質管理

　タンザニアにおける水質基準はＷＨＯの基準に準拠している。水質検査の実施は細菌検査と化

学検査に分かれ、また、施設区分として都市供給施設（Urban Water Supplies)、農村におけ

る5,000人以上の村落給水施設（Large Scale Rural Water Supplies)、上記２箇所以外での

村落給水施設(Small Scale Rural Water Supplies）に分け、分析基準、頻度を異にしている。

＜細菌＞

　細菌に関する検査回数は表４－１に示すように水源によって異なり、２週間に１回から６か月

に１回の回数となっている。
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４－３　スクリーニング、スコーピングの結果４－３　スクリーニング、スコーピングの結果４－３　スクリーニング、スコーピングの結果４－３　スクリーニング、スコーピングの結果４－３　スクリーニング、スコーピングの結果

　調査の結果を表４－４、表４－５に示す。

表４－４　スクリーニング（１／２）

　
社
　
会
　
環
　
境

１

２

３

４

５

６

７

８

９

10

11

12

住民移転

経済活動

交通・

生活施設

地域分断

遺跡・文

化財

水利権・

入会権

保健衛生

廃棄物

災害

(リスク)

地形・地

質

土壌浸食

地下水

内　　　容

用地占有に伴う移転

（居住建、土地所有権の転換）

土地等の生活機会の喪失、経済

構造の変化

渋滞・事故等、既存交通や学

校・病院等への影響

交通の阻害による地域社会の分

離

寺院仏閣・埋蔵文化財等の損失

や価値の減少

漁業権、灌漑・水利権等の阻害

ゴミや衛生害虫の発生等衛生環

境の悪化

建設廃材・残土、汚泥、一般廃

棄物等の発生

地盤崩壊・落盤、事故等の危険

性の増大

掘削・盛土等による価値のある

地形・地質構造の改変

土地造成・森林伐採後の雨水に

よる表土流出

過剰揚水による地下水位の低下

とそれに伴う汚染

評　定

有・無

・不明

有・無

・不明

有・無

・不明

有・無

・不明

有・無

・不明

有・無

・不明

有・無

・不明

有・無

・不明

有・無

・不明

有・無

・不明

有・無

・不明

有・無

・不明

備　　　考

点状の構造物である

点状の構造物である

点状の構造物である

点状の構造物である

遺跡・文化財を避けることが

可能

村落の数が多く、揚水に伴い

既存の井戸に影響ある場合を

懸念

改善する施設である

発生しない

小規模構造物である

土工なし

土地改良なし

村落の数が多く、揚水に伴い

既存の井戸に影響ある場合を

懸念

環 境 項 目

　
自
　
然
　
環
　
境
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表４－４　スクリーニング（２／２）

環 境 項 目
　
自
　
然
　
環
　
境

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

湖沼・河

川流況

海岸・海

域

動植物

気象

景観

大気汚染

水質汚濁

土壌汚染

騒音・

振動

地盤沈下

悪臭

内　　　容

埋め立てや、排水の流入による

流量、水質の変化

埋め立てや、海況の変化による

海岸侵食や堆積

生息条件の変化による繁殖阻

害、種の絶滅

大規模造成や建築物による気

温、降水量、風況等の変化

造成による地形変化、構造物に

よる調和の阻害

車両や工場からの排出ガス、有

害ガスによる汚染

ボウリング掘削時の泥水、油脂

等の流入

排水・有害物質等の流出・拡散

等による汚染

掘削、揚水等による騒音・振動

の発生

揚水による地下水位低下に伴う

地盤変形

排気ガス・悪臭物質の発生

評　定

有・無

・不明

有・無

・不明

有・無

・不明

有・無

・不明

有・無

・不明

有・無

・不明

有・無

・不明

有・無

・不明

有・無

・不明

有・無

・不明

有・無

・不明

要・

不要

備　　　考

埋め立てなし、排水規模小さ

い

極端に海岸線に面していない

保護区は対象地域外

小規模構造物である

小規模構造物である

発生源なし

工事時は慎重な処理により、

汚水の発生は免れる

発生源なし

掘削工事は夜間は実施しない

こととする

台地であるため、心配ない

発生源はない

適切な揚水量と周辺井戸への

影響調査が必要

　
公
　
　
害

総合評価：ＩＥＥあるいはＥＩＡの実施が必要とな

る開発プロジェクトか
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表４－５　スコーピングチェックリスト

環境項目 評定 根　　　拠

社 １ 住民移転 Ｄ 住民移転を伴わない範囲で、敵地選定可能

会 ２ 経済活動 Ｄ 経済活動に影響しない範囲で、敵地選定可能

環 ３ 交通・生活施設 Ｄ 影響ない

境 ４ 地域分断 Ｄ 影響ない

５ 遺跡・文化財 Ｄ 遺跡・文化財に影響しない範囲で、敵地選定可能

６ 水利権・入会権 Ｃ 既存井戸取水量に影響する可能性あり

７ 保険衛生 Ｄ 供用後は改善される

８ 廃棄物 Ｄ 廃棄物は発生しない

９ 災害（リスク） Ｄ 掘削現場には一般人は立ち入り禁止

自 10 地形・地質 Ｄ 大規模な地形・地質改変はない

然 11 土壌浸食 Ｄ 大規模な地形改変、植生伐採はない

環 12 地下水 Ｃ 揚水により浅井戸地下水の水量・水質に影響を与える場合が

境 ある

13 湖沼・河川流況 Ｄ 影響ない

14 海岸・海域 Ｄ 影響ない

15 動植物 Ｄ 影響ない

16 気象 Ｄ 小規模な施設であり、影響ない

17 景観 Ｄ 小規模な施設であり、影響ない

公 18 大気汚染 Ｄ 大気汚染を発生する施設はない

害 19 水質汚濁 Ｄ 工事中は充分な注意を払うことにより汚濁物質を発生しない

20 土壌汚染 Ｄ 土壌汚染を生じる工事はない

21 騒音・振動 Ｄ 夜間の工事は実施しない

22 地盤沈下 Ｄ 段丘であるため、地盤沈下はない

23 悪臭 Ｄ 悪臭を生じる工事、施設はない

（注１） 評価の区分
Ａ：重大なインパクトが見込まれる
Ｂ：多少のインパクトが見込まれる
Ｃ：不明（検討する必要あり、調査が進むにつれて明らかになる場合も十分に考慮にいれてお
くものとする）

Ｄ：ほとんどインパクトは考えられないためＩＥＥあるいはＥＩＡの対象としない
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表４－６　総合評価

備　　考

揚水により浅井戸地下水

の水量・水質に影響を与

える場合がある

既存井戸取水量に影響す

る可能性あり

環境項目

地下水

水利権・入会権

今後の調査方針

水収支の調査を実施し、

必要可能量の推定を図る

水収支の調査を実施し、

他の既存井戸に影響を与

えない範囲を設定する

評定

Ｃ

Ｃ

（注２） 評価の区分
Ａ：重大なインパクトが見込まれる
Ｂ：多少のインパクトが見込まれる
Ｃ：不明（検討する必要あり、調査が進むにつれて明らかになる場合も十分に
考慮にいれておくものとする）

Ｄ：ほとんどインパクトは考えられないためＩＥＥあるいはＥＩＡの対象とし
ない
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